
交通事故の被害者と
その家族の方のために
～被害者の手引～

滋 賀 県 警 察
令 和４年３月 作 成

　 　このパンフレットは、交通事故の被害者
やその家族の方に
●　警察の支援制度とはどのようなものか。
● 　警察が被害者やその家族の方にお願いす
ることは何か。
● 　事故の加害者はどのような手続きで処罰
されるのか。
● 　自動車の保険制度
　などについてお知らせするものです。

分からないことなどは、遠慮なくご相談下さい。

□　　　　警察署交通課 
□　高速道路交通警察隊

担当捜査員    　　　  

電話番号    　　　  

自　動　車　保　険
刑 事 手 続 き の 流 れ ～事故にあわれた方が利用できる制度～

　自動車保険には、強制保険と呼ばれている自賠責保険（自動
車損害賠償責任保険）と任意保険があり、
● 　自賠責保険は、交通事故による被害者やその家族の方の
保護を図る目的で、車１台ごとに加入を義務付られている保険
● 　任意保険は、自賠責保険では補いきれない損害賠償を保証
する保険で次のようになっています。・事情聴取（調書の作成）

・実況見分立会い
・証拠品の提出など

犯人の逮捕
事情聴取
証拠品の確認など

証人出廷

検察官の事情聴取

交 通 事 故 の 発 生

捜 査 の 開 始

犯人（被疑者）の特定

逮　捕

釈 放

釈 放

公　判

判　決 略式命令

書類送致
検察官に書類と証拠品を
引き継ぐこと

身柄送致
検察官に犯人を書類と証
拠品とともに引き継ぐこと

勾　留
継続して犯人の身柄を拘束し
て捜査すること

（最長20日間）

不起訴
（裁判にかけない場合）

公判請求
（公開の裁判）

略式命令請求
（書面審理により罰金
や科料を命じる裁判）

起訴（被告人）
（裁判にかける場合）

検察官の処分決定

任意取調
（逮捕しない）

警

察

検

察

庁

裁

判

所

　人身損害の場合は、基本的に自賠責保険から補償され、損
害額が補償額を上回っている分は任意保険により補償される
ことになります。
　例えば、死亡事故で損害賠償額が７，０００万円となった場
合､ 自賠責保険で上限３，０００万円が補償（てん補）され、
不足分の４，０００万円は加害者側が加入の任意保険（全部又
は一部）で補償されます。未加入の場合、加害者の負担とな
ります。

自 賠 責 保 険 対　比 任 意 保 険

加入しなければならない（義務） 加　入 任　意

人身損害だけ 対　象 人身損害と物損

支払い
限度額

保険契約の限度額ま
での保証

死亡 ３,０００万円
傷害 １２０万円
後遺
障害

７５万～４,０００万円
（１～14の障害等級による）

支払

支払

損害賠償額
7,000万円

自賠責保険（共済）で補償
上限3,000万円まで

不足分の4,000万円は
・任意保険加入……契約の範囲内で補償
・任意保険未加入…加害者の負担

警察への届出・110番通報



ご 協 力 の お 願 い 政府の自動車損害賠償保障事業 交 通 事 故 の 相 談 窓 口

他 の 援 助・救 済 制 度

交通事故証明書の申請方法

　警察は、事故の状況や原因など加害者の罪を明らかにするた
めに捜査を行います。
　被害者やご家族の方には、次のようなことをお願いすることが
ありますので、是非ともご協力をお願いします。

●　事情聴取や調書の作成
　 　事故にあった状況や事故の届出をした状況などについて詳し
くお伺いし調書を作成します。また、検察庁や裁判所でも事情
を聞かれることがあります。
●　実況見分への立会い
　 　事故の状況や原因を明らかにするため、立ち会っていただく
ことがあります。
●　証拠品の提出
　 　被害者の方が着ていた衣服や所持品、乗っていた車や自転
車などは被害を裏付ける証拠品として提出していただくことが
あります。

　次のような人身事故については、自賠責保険から救済が受けら
れません。

　このような場合などに、政府が被害者の救済を図るために損
害をてん補する制度があります。
　支払限度額は、自賠責保険と同じで、請求は保険会社などで
受け付けているため、損害保険会社などにお問い合わせ下さい。

警察の相談窓口

関係機関等の相談窓口

●　ひき逃げされ、相手が判明しない。
●　事故を起こした相手が自賠責保険に加入していない。
●　 事故を起こした相手の車が盗難車で自賠責保険が使え
ない｡

● 各警察署交通課・高速道路交通警察隊
● 警察本部交通指導課
　 　☎０７７－５２２－１２３１（代表）
● 県民の声１１０番
　 　☎０７７－５２５－０１１０（プッシュ回線は♯９１１０）

● 滋賀県立交通事故相談所
　 　大津本所　☎０７７－５２８－３４２５
　 　彦根分室　☎０７４９－２７－２２３０
● （一社）日本損害保険協会
　 そんぽＡＤＲセンター
　 　☎０５７０－０２２－８０８
　 　☎０６－７６３４－２３２１（ＰＨＳ・ＩＰ電話専用）
● （公財）交通事故紛争処理センター
　 　☎０６－６２２７－０２７７（大阪支部）
● （公財）日弁連交通事故相談センター
　 　☎０７７－５２２－２０１３
● （一財）自賠責保険・共済紛争処理機構
　 　☎０６－６２６５－５２９５
● （公財）交通遺児等育成基金
　 　☎０１２０－１６－３６１１
● 自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ：ナスバ）
　 交通事故被害者ホットライン
　 　☎０５７０－０００７３８
● 日本司法支援センター（法テラス）
　 　☎０５７０－０７９７１４
● 滋賀県犯罪被害者総合窓口
　 　☎０７７－５２５－８１０３

１ 事故の相手方に関すること
　　　加害者の住所、氏名、年齢
　　　交通事故の発生日時、場所
２ 事故の相手方の処分に関すること
　　　加害者の検挙情報、加害者の処分状況
　　　①送致先検察庁
　　　②起訴、不起訴の処分結果
　　　③起訴された裁判所等

　警察では、被害者や家族（遺族）の方の疑問に
少しでもお応えするため、情報の提供を行っており
ます。

事 故 情 報 提 供

●　申請の出来る方
　・ 交通事故の当事者（加害者及び被害者）
　・ 証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方
　　（例：損害賠償の請求権がある親族､雇主､保険金の受取人等）
●　申請方法等
　・  証明書の必要な方は、自動車安全運転センター滋賀県事務

所に電話で証明書が発行できるかを確認のうえ、最寄りの
郵便局から郵便振替による方法又は直接前記センター事務
所に出向いて、申請用紙（郵便振替申請用紙又は窓口申請
用紙）により必要事項を記入し手数料を添えて申し込みをし
て下さい。

　・  申請用紙は、警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センター
滋賀県事務所のほか農業協同組合等の窓口に備えてあります。

　・  証明書は郵便でお届けするか、センター事務所で直接お渡し
しています。

　・  郵送による申し込みは、申請用紙が手元に届くまでに10日
ほど掛かりますので、お急ぎの方は自動車安全運転センター
滋賀県事務所に電話で証明書が発行できるかを確認したう
え、直接事務所へ出向いて申請して下さい。

　・  自動車安全運転センターのホームページからも申請できます｡
●　問い合わせ先
　　滋賀県守山市木浜町２２９４番地（滋賀県警察運転免許センター内）

自動車安全運転センタ－滋賀県事務所
☎ ０７７－５８５－３４５６

制 度 制　度　の　内　容 窓　口

税制上の
救済制度

　交通事故により、負傷して医療費
を支払ったり、身体に障害を負った
方、配偶者と死別した方などには所
得控除が認められる場合があります。

・税務署

福祉制度

　交通事故により母子家庭となった
場合に、児童扶養手当や母子福祉資
金の貸付制度が、生活に困窮した場
合には生活保護制度（生活・教育・
市町役場・福祉事務所・住宅・医療
補助）があります。

・市町担当課
・福祉事務所

公営住宅
優先入居

　交通事故により収入が減少し生計
維持が困難になった場合、公営住宅
への優先入居ができる制度です。

・滋賀県営住宅
   管理センター
・市町担当課

被害者カウンセリング制度
　ひき逃げ事件、交通死亡事故等の重大な交通事故事件の被害を受
けた方やその家族の心の支えになればと、専門のカウンセラーによる
カウンセリングを受けられる制度を設けています。詳しくは警察本部
犯罪被害者支援室又は各警察署の相談窓口にご相談下さい。( 費用は
無料です。)
滋賀県警察本部　☎０７７－５２２－１２３１（代表）　
民間被害者支援団体による被害者支援

　交通事故・事件など犯罪に遭われた被害者やその家族・ 関係者の
方々の心のケアのお手伝いをします。秘密は厳守されます。相談は無
料です。まずは、匿名で結構ですのでご相談下さい。 

公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センター
☎０７７－５２１－８３４１（犯罪被害者サポートテレホン）
☎０７７－５２５－８１０３
☎０５７０－７

な や み

８３－
は

５
こ こ よ

５４（ナビダイヤル）

は い、お う み


